
原料費調整によるガス料金の算定等について

資 料 １

企業局



ガス料金の算定方法

現行料金の算定

ガス料金 ＝ 基本料金 ＋ 単位料金 × ガス使用量

従量料金

２

１

※ガス料金表（由利本荘市ガス供給条例 別表第２）

使用量
（１箇月あたり）

基本料金
（１箇月あたり）

従量料金（単位料金）
（１㎥あたり）

料金表Ａ ０～２０㎥ １,０１２円 ２３６.０１４円

料金表Ｂ ２１～２００㎥ １,７８２円 １９７.５１４円

料金表Ｃ ２０１㎥～ ４,３３４円 １８４.７５４円

現行料金（一般契約で１箇月のガス使用量が２０㎥の場合）

一般契約で１箇月のガス使用量が２０㎥の場合は、基本料金が１,０１２円、単位料金が２３６.０１４円となり、
下記の計算式で算定されることになります。

（小数点以下の端数は切捨て）

ガス料金

５,７３２円
＝

基本料金

１,０１２円
＋ 単位料金

２３６.０１４円
×

ガス使用量

２０㎥

従量料金

現行料金は
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毎月の単位料金は、あらかじめ定めた基準単位料金に、原料費調整による調整額を加算または減算し算定します。

ガス料金 ＝ 基本料金 ＋

従量料金

単位料金

基準
単位料金

原料価格変動
による調整額± × ガス使用量

原料費調整による料金の算定２

ガス料金の算定方法 原料費調整による料金（一般契約で１箇月のガス使用量が２０㎥の場合）

パターンＡ として令和６年１１月から令和７年１月までの３か月の平均原料価格を反映させた場合を試算します。

パターンＢ として令和７年８月から令和７年１０月までの３か月の平均原料価格を反映させた場合を試算します。

基準平均原料価格の設定

調整額を算定するために平均原料価格と比較する固定された基準価格のことで、あらかじめ事業者が過去の平均原料価格や卸元

との売買契約等を考慮して設定するものです。

由利本荘市企業局では、今回の原料費調整制度導入にあたっては、全日本ＬＮＧＣＩＦ価格の令和６年１０月から令和７年９月までの

１年間の平均原料価格を設定したいと考えており、基準平均原料価格は、次のとおりとなります。

【基準平均原料価格】
９０,３９０円／ｔ

※７ページの全日本ＬＮＧＣＩＦ価格参照

輸入金額５,８４１,５７６,７８２千円÷輸入数量６４,６２８,４２０Ｍｔ≒９０,３９０円／ｔ

１

【プラス調整パターン】

【マイナス調整パターン】

※１０円未満の端数は四捨五入



４

原料であるＬＮＧの３か月の平均原料価格を算定します。原料価格には、財務省貿易統計に基づき公表される全日本ＬＮＧ

ＣＩＦ価格を使用します。

３ 平均原料価格の算定

※

※ CIF価格：「Cost（貨物代金）＋Insurance（保険料）＋Freight（運賃）」を含む価格で、輸入者が支払う総額を示します。財務省

貿易統計に基づく各月の輸入金額を輸入数量で割り、1,000円を乗じて算出されます。

令和６年１１月 ９５,８０９円／ｔ
令和６年１２月 ９４,４９３円／ｔ
令和７年 １月 １００,３７１円／ｔ

【全日本ＬＮＧＣＩＦ価格】
１か月の輸入金額合計÷１か月の輸入数量

【３か月の平均原料価格】

３か月の輸入金額合計÷３か月の輸入数量

９７,０２０円／ｔ
（令和７年４月検針分に反映）
７ページの全日本ＬＮＧＣＩＦ価格参照

パターンＡ

パターンＢ
令和７年 ８月 ８４,６３５円／ｔ
令和７年 ９月 ８２,３７７円／ｔ
令和７年１０月 ８１,６６９円／ｔ

ガス料金の算定方法

８２,８７０円／ｔ
（令和８年１月検針分に反映）
７ページの全日本ＬＮＧＣＩＦ価格参照

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

原料価格の算定期間

ガス料金への反映（検針月分に）

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

原料価格の平均 原料価格の平均

令和６年 令和７年

令和６年 令和７年

パターンＡ パターンＢ

２ ガス料金への反映時期

原料費調整による料金（一般契約で１箇月のガス使用量が２０㎥の場合）

※平均原料価格は１０円未満四捨五入



４ 原料価格の変動額を算定

高価格

低価格

基準平均

原料価格

３か月の平均原料価格

基準平均原料価格

を下回る場合

基準平均原料価格

を上回る場合 プラス調整する

マイナス調整する

ガス料金に反映

原料価格

変動額
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パターンＡ 原料価格変動額＝３か月の平均原料価格【９７,０２０円／ｔ】－ 基準平均原料価格【９０,３９０／ｔ】≒６,６００円／ｔ

パターンＢ 原料価格変動額＝３か月の平均原料価格【８２,８７０円／ｔ】－ 基準平均原料価格【９０,３９０／ｔ】≒▲７,５００円／ｔ

５ 調整額の算定

調整額 ＝ 原料価格変動額 × ７０％
※ ※

原料価格変動額が急激に上下した際の緩和対策として考慮（任意）

パターンＡ ６,６００円/ｔ ÷ ５４,７００ＭＪ/ｔ × ４６.０４６５５ＭＪ/Ｎ㎥ × ０．９２９ × ７０％ × 消費税1.1 ≒ ３.９7円/Ｓ㎥

※１００円未満の端数は切捨て

パターンＢ ▲７,５００円/ｔ ÷ ５４,７００ＭＪ/ｔ × ４６.０４６５５ＭＪ/Ｎ㎥ × ０．９２９ × ７０％ × 消費税1.1 ≒ ▲4.51円/Ｓ㎥

※５４,７００MJ/ｔ （LNGのｔあたり標準発熱量） ４６．０４６５５MJ/N㎥（由利本荘市小売供給標準熱量） ０．９２９（N㎥とS㎥の換算係数）

N㎥（０℃大気圧状態での体積） S㎥（およそ２０℃大気圧状態での体積・料金・ガスメーターに使用している。）

※小数点第３位以下の端数は切捨て

ガス料金の算定方法 原料費調整による料金（一般契約で１箇月のガス使用量が２０㎥の場合）

※調整額に±１円が生じるのは、平均原料価格が基準平均原料価格から約1,830円／ｔ変動した場合となります。

３か月の

平均原料価格

基準平均

原料価格
＝ －
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ガス料金の算定方法 原料費調整による料金（一般契約で１箇月のガス使用量が２０㎥の場合）

ガス料金

５,８１１円
＝ ＋

従量料金 ４,７９９.６８円

単位料金 ２３９.９８４円

基準単位料金

２３６.０１４円

原料価格変動
による調整額

3.97円
＋

×
ガス使用量

２０㎥

基本料金

１,０１２円

６ 原料費調整による料金の試算結果

【プラス調整パターン】 パターンAの場合

【マイナス調整パターン】 パターンBの場合

ガス料金

５,６４２円
＝ ＋

従量料金 ４,６３０.０８円

単位料金 ２３１.５０４円

基準単位料金

２３６.０１４円

原料価格変動
による調整額

４.５１円
－

×
ガス使用量

２０㎥

基本料金

１,０１２円

現行料金 ５,７３２円との差額＋７９円となります。

現行料金 ５,７３２円との差額▲９０円となります。

※現行では、このような状況が１年間続くと仮定すると、原料費調整をしていない年間ガス販売数量が約５,０００千㎥ですから
約２,０００万円の利益が不足することになり、必要な維持管理や修繕が困難になります。

※現行では、このような状況が１年間続くと仮定すると、原料費調整をしていない年間ガス販売数量約５,０００千㎥ですから
約２,２００万円の利益がでることになりますが、お客様に還元することができない状況です。

（小数点以下の端数は切捨て）

（小数点以下の端数は切捨て）



全日本ＬＮＧＣＩＦ価格

年 月 輸入数量
（Ｍｔ）

輸入金額
（千円）

全日本ＣＩＦ価格
（円／ｔ）

令和６年１０月 ５,２９２,２２６ ４８２,６７１,６８２ ９１,２０４

令和６年１１月 ５,０４９,８１５ ４８３,８２０,２１８ ９５,８０９

令和６年１２月 ６,３５９,９５８ ６００,９７４,５１２ ９４,４９３

令和７年 １月 ６,６４０,９３２ ６６６,５５４,８７６ １００,３７１

令和７年 ２月 ５,８７５,２４９ ５５４,４２３,６００ ９４,３６６

令和７年 ３月 ５,１５１,４８０ ４６８,３４０,６４６ ９０,９１４

令和７年 ４月 ５,３７４,３８８ ４７５,４８２,２３３ ８８,４７２

令和７年 ５月 ４,６６４,３５７ ４０３,８７１,９３９ ８６,５８７

令和７年 ６月 ４,４４０,２６５ ３７９,４１４,５１２ ８５,４４９

令和７年 ７月 ５,２６６,８８３ ４４７,９１２,７７９ ８５,０４３

令和７年 ８月 ５,３５６,７０２ ４５３,３６２,０１１ ８４,６３５

令和７年 ９月 ５,１５６,１６５ ４２４,７４７,７７４ ８２,３７７

令和７年１０月 ５,７８１,８４４ ４７２,１９８,７１４ ８１,６６９

7
※全日本ＣＩＦ価格は１円未満四捨五入

基準平均原料価格
令和６年１０月～令和７年９月
輸入金額５,８４１,５７６,７８２千円
／輸入数量６４,６２８,４２０Ｍｔ
≒９０,３９０円／ｔ

パターンＡ ３ヵ月平均原料価格
令和６年１１月～令和７年１月
輸入金額１,７５１,３４９,６０６千円
／輸入数量１８,０５０,７０５Ｍｔ
≒９７,０２０円／ｔ

パターンＢ ３ヵ月平均原料価格
令和７年８月～令和７年１０月
輸入金額１,３５０,３０８,４９９千円
／輸入数量１６,２９４,７１１Ｍｔ
≒８２,８７０円／ｔ

※平均原料価格は１０円未満四捨五入

※財務省貿易統計（令和７年１２月２５日までの公表分より）



区
分

都道
府県

事業者名
原料費
調 整
導 入

基準平均
原料価格

（円）

基準平均
原料価格
算定期間

上限バンド

一般契約・使用量20㎥使用時 （円／税込み）

備 考

基本料金
基 準
単位料金

調整前
料 金

R8. １
検針分
料 金

公

営

秋田県

由利本荘市 × － － － 1,012.00 236.014 5,732 5,732
標準熱量：
46.04655MJ

男鹿市 ○ 6６,７１０ 公表無し R4.11撤廃 1,009.80 234.674 5,703 6,105
標準熱量：
50.2326MJ

山形県 庄内町 ○ ５７,０１０ 公表無し
R5.2使用分
から撤廃

616.00 129.327 3,202 3,628
標準熱量
41.8605MJ

宮城県

仙台市 ○ 83,790 公表無し
上限134,060円
（83,790円×1.6）

647.90 192.340 4,494 4,468
R2.9～事業継承
者公募開始
標準熱量：45MJ

気仙沼市 ○ 86,750 公表無し
上限設定
確認できず

1,903.00 256.300 7,029 6,949 標準熱量：46MJ

私

営

秋田県

東部ガス
（秋田市）

○ 83,460 R7.3～5
上限設定
確認できず

1,397.00 218.720 5,771 5,666
R7.9～料金改定
標準熱量：
46.04655MJ

にかほガス ○ 38,830 公表無し
上限設定
確認できず

1,146.20 229.636 5,738 6,575
R8.1～料金改定
標準熱量：46MJ

のしろエネ
ルギーS

○ 42,650
H28.11
～H29.1

上限設定
確認できず

1,566.40 396.000 9,486 不明
R7.4～料金改定
標準熱量：50MJ
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他の市町村・ガス事業者の状況 ※令和７年１２月時点各市町村・事業者ＨＰからの調べ

※調整前料金・R8.1検針分料金は、端数調整によりズレがある場合があります。



９

4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500
5,600
5,700
5,800
5,900
6,000
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
6,800
6,900
7,000
7,100
7,200
7,300
7,400
7,500
7,600
7,700
7,800

R4.8 R4.11 R5.2 R5.5 R5.8 R5.11 R6.2 R6.5 R6.8 R6.11 R7.2 R7.5 R7.8 R7.11 R8.1

由利本荘市[46.04655MJ] 由利本荘市（原料費調整ver）

男鹿市[50.2326MJ] にかほガス[46MJ]

東部ガス(秋田市)[46.04655MJ] のしろエネルギーサービス[50MJ]

秋田県内ガス事業者の一般契約20㎥使用時のガス料金推移


